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１ 基本理念                              

自殺の多くは、追い込まれた末の死であるといわれています。自殺の背景に

は、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめ

や孤立などの様々な社会的要因があることが知られています。 

自殺対策は「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らし、「生き

ることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やす双方の取組を通じて「生

きることの包括的支援」として、社会全体の自殺リスクを低下させるとともに、

一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開していきます。 

自殺総合対策大綱では、自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改

めて確認し、「いのち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出して、「誰も

自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指すとされています。 

柳川市においても「誰も自殺に追い込まれることのない柳川市の実現を目指

して」を基本理念として、全庁的に、また関連機関との連携を図りながら市民

の皆さまとともに自殺対策を推進していきます。 

 

 

 

出典：NPO法人自殺対策支援センターライフリンク 
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２ 基本方針                              

柳川市では自殺総合対策大綱の考え方に沿って、次の５つを基本方針とします。 

 

（１）自殺対策を生きることの包括的な支援として推進 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

（４）自殺対策の実践と啓発を両輪として推進 

（５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

 

（１）自殺対策を生きることの包括的な支援として推進 

 個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回

避能力等の「生きることの促進要因」より、失業や多重債務、生活困窮等の「生

きることの阻害要因」が上回ったときに、自殺リスクが高まるとされています。 

 そのため自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生

きることの促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを

低下させる方向で推進する必要があります。地域において「生きる支援」に関

連するあらゆる取組を総動員して、「生きることの包括的な支援」として推進

することが重要です。 

 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

 自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにするために

は、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が

重要です。また、このような包括的な取組を実施するためには、様々な分野の

施策、関係者や組織等が密接に連携する必要があります。 

 自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的

マイノリティ等関連の分野においても同様に、様々な関係者や組織等が連携し

て取組を展開しています。連携の効果を更に高めるため、そうした様々な分野

の生きる支援にあたる関係者が、それぞれ自殺対策の一翼を担っているという

意識を共有することが重要です。 

とりわけ、地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度など

との連携を推進することや、精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高

めて誰もが適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにすることが重

要です。 

 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

 自殺対策は、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援のレベ

ル」、「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」、それぞれのレベルにお
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いて強力に、かつ、それらを総合的に推進することが重要です。 

 また、時系列的な対応の段階としては、自殺の危険性が低い段階における啓

発等の「事前対応」と、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機

対応」、それに自殺や自殺未遂が生じてしまった場合等における「事後対応」

という、３つの段階が挙げられ、それぞれの段階において施策を講じる必要が

あるとされています。 

 さらに「自殺の事前対応の更に前段階での取組」として、学校において、児

童生徒等を対象とした、いわゆる「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進する

ことも重要とされています。 

 

（４）自殺対策の実践と啓発を両輪として推進 

 自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る危機」ですが、危

機に陥った人の心情や背景は未だ十分に理解されていないのが実情です。その

ため、そうした心情や背景への理解を深めることも含めて、危機に陥った場合

には誰かに援助を求めることが適当であるということが、地域全体の共通認識

となるように、積極的に普及啓発を行うことが重要です。 

 全ての市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く

気づくとともに、そうしたサインに気づいたら、精神科医等の専門家につなぎ、

その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活動、教育活動等に取り組ん

でいくことが必要です。 

 

（５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

 自殺対策を通じて「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するた

めには、国や他の市町村、関係団体、民間団体、企業、そして市民一人ひとり

と連携・協働し、市を挙げて自殺対策を総合的に推進することが必要です。そ

のためには、それぞれの主体が果たすべき役割を明確にするとともに、その情

報を共有した上で相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要となります。 

 「誰も自殺に追い込まれることのない柳川市」の実現を目指し、市民一人ひ

とりが一丸となって、それぞれができる取組を進めていく必要があります。 

 

３ 基本認識                              

柳川市では自殺総合対策大綱に沿って、次の３つを基本認識とします。 

 

（１）自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。 

（２）年間自殺者は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている。 

（３）地域レベルの実践的な取組をPDCA※サイクルを通じて推進する。 

 

※PDCAとは「Plan＝計画」「Do＝実行」「Check＝評価」「Action＝改善」 


